
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE TAYCA CORPORATION

最終更新日：2026年6月25日
テイカ株式会社

代表取締役 社長執行役員 出井　俊治

問合せ先：総務部　TEL 06-6943-6401

証券コード：4027

https://www.tayca.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社はコーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題の一つとして位置付けており、迅速かつ的確な意思決定及び経営の透明性・健全
性の維持向上に努めることにより、株主や顧客などさまざまなステークホルダーから信頼される企業経営の確立を目指しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全て実施しております。

　なお、本報告書は2021年6月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づいて記載しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】

　当社は、企業価値を向上させるための中長期的視点に立ち、良好な取引関係の維持発展、安定的かつ継続的な金融取引関係の維持など、政
策的な目的により必要とする株式かを総合的に検討し、保有しております。保有株式については、取引の状況や資本コスト等を踏まえた採算性を
精査し、継続保有の可否について定期的に取締役会にて検証しております。なお、検証の結果、継続保有する必要がないと判断される株式は売
却を進めるなど、政策保有の縮減を図っております。

　政策保有株主の議決権行使については、画一的な基準で賛否を判断するのではなく、投資先の経営方針を尊重した上で、中長期的な企業価値
向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンス及び社会的責任の観点から議案ごとに確認し、議決権の行使を判断いたします。

【原則1-7 関連当事者間取引】

　当社が当社役員と取引を行う場合は、取引の内容に応じて、会社法及び取締役会規則等に基づき適切な手続を実施しております。特に、当社
役員との競業取引又は利益相反取引については、事前に取締役会へ付議し承認を得るとともに、事後に取締役会へ報告しております。加えて、
会社法等関連法規に基づき適時情報を開示しております。また、取締役会は、当社役員に対して毎年関連当事者取引に関する調査を実施し、監
視を行っております。

　当社が主要株主等と取引を行う場合は、取引内容の合理性及び妥当性について確認を行った上で、一般的取引条件と同様に決定しておりま
す。加えて、会社法等関連法規に基づき適時情報を開示しております。

【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】

　当社グループは行動規範「社員の人権尊重」として「国籍や性別の如何を問わず個人の能力・個性を尊重し、誠実かつ公正を旨として行動しま
す」を策定し、女性、外国籍人材、中途採用者等、多様な人材を育成し活躍できる社内風土づくりに努めております。

　・2026年3月末時点における女性社員につきましては、当社グループでは139名で、社員総数の16.1％であります。また、管理的地位にある社員

　　に占める女性社員の割合は、目標12%に対し12.3％であります。なお、当社では女性取締役を２名選任しております。今後も、管理的地位にあ

　　る社員に占める女性社員の割合が目標値以上になるように、女性社員の採用とその育成、そして管理的地位への女性社員の登用を積極的

　　に推進してまいります。

　・2026年3月末時点における外国籍人材につきましては、当社グループでは社員総数に占める割合は18.8％であります。また、当社ではこれまで

　　も外国籍人材の採用に取り組んでおり、今後も引き続き、外国籍人材の積極的な採用を推進してまいります。

　

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　確定給付年金の積立金については、規約を定め運用を行っております。当該規約に委託する資産管理運用機関、資産構成割合等を定め、適切
な資産の管理及び運用ができる体制を整備しております。

【原則3-1 情報開示の充実】

　(ⅰ) 会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　　　　　当社グループの「経営の理念」、「経営の方針」は、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。

　　　　　（https://www.tayca.co.jp/company/philosophy.php）

　　　　　また、当社グループは、次の100年に向けた長期経営ビジョン【MOVING-10】及び４ヶ年の中期経営計画（2026-2029年度）

　　　　　【MOVING-10 STAGE3】を策定しております。その概要は当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。

　　　　　（https://www.tayca.co.jp/ir/management_plan.php）

　　　　　長期経営ビジョン【MOVING-10】では、2030年3月期にＲＯＥ８％以上、営業利益45億円を目指します。

　　　　　また、中期経営計画（2026-2029年度）【MOVING-10 STAGE3】では、以下の基本方針を掲げております。

　　　　　・事業戦略　　営業利益の拡大と新規事業の実現

　　　　　・資本政策　　資本効率の向上と事業投資の積極化

　　　　　・経営基盤の強靭化

　　　　　目標達成に向け、基本方針である事業戦略・資本政策・経営基盤の強靭化を一体的に推進し、企業価値の向上を図ってまいります。

　(ⅱ) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針



　　　　　上記「１．基本的な考え方」に記載のとおりであります。

　(ⅲ) 経営陣幹部、取締役報酬を決定するに当たっての方針と手続き

　　　　　経営陣幹部、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）によ

　　　　り構成し、株主総会の決議により決定した年間報酬総額の限度額内で決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、その役割と

　　　　独立性の観点から固定報酬のみとし、株主総会の決議により決定した年間報酬総額の限度額内で決定しております。

　　　　　手続きとしては、代表権のある取締役が原案を作成、指名報酬委員会で審議し、その答申の内容を踏まえて、取締役（監査等委員である

　　　　取締役を除く）に対する報酬は、取締役会にて、監査等委員である取締役に対する報酬は、監査等委員の協議により決定しております。

　　　　　本方針と手続きについては、本報告書「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監査に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制

　　　　の状況」の「１．機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」にも記載し

　　　　ております。

　(ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き

　　　　　経営陣幹部、取締役選任にあたっては、会社の各機能、各部門をカバーできる知識・経験・能力のバランス、適正かつ迅速な意思決定の

　　　　ための適材適所の人材配置の観点等を総合的に勘案し、人材を選定しております。手続きとしては、代表権のある取締役が上記方針に基

　　　　づき合致した人材を選定、指名報酬委員会で審議し、その答申の内容を踏まえて、取締役（監査等委員である取締役を除く）は取締役会に

　　　　て、監査等委員である取締役は、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会にて決定することとしております。

　　　　　経営陣幹部、取締役解任提案にあたっては、選任資格に定める資質が認められなくなった場合、公序良俗に反する行為を行った場合、職

　　　　務を懈怠することで著しく企業価値を毀損させた場合等を解任基準としております。解任手続きとしては、上記基準を踏まえた上で、取締役

　　　　会にて決定することとしております。

　(ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名の説明

　　　　　経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名の説明については、「株主総会招集ご通知」に開示しておりま

　　　　す。

　　　　　なお、株主総会招集ご通知は当社ウェブサイトにも掲載しております。

　　　　　株主総会招集ご通知（https://www.tayca.co.jp/ir/meeting.php）

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み等】

　当社グループのサステナビリティについての取り組みは、当社ウェブサイト及び有価証券報告書に開示しております。

　　サステナビリティウェブサイト（https://www.tayca.co.jp/environment/）

　　有価証券報告書（https://www.tayca.co.jp/ir/library/securities.php）

〈サステナビリティ基本方針〉

　当社グループは、「化学の力で感動の素を創り、世界に夢と笑顔を届けます」を経営理念としており、お客さまや社会とまじめに向き合い、期待を
超えた感動を呼ぶ製品を提供することによって、世界の人々に夢と笑顔を届ける事業活動を重ねてまいりました。このような企業理念を踏まえて、
次のように「テイカグループのサステナビリティ基本方針」を定め、実践しております。

　（１）経済・社会価値創出の事業構築

　　　・テイカグループの事業活動は社会から信頼され評価されるものであり、イノベーションや課題解決により持続可能性を追求できるものである

　　　　ことを目指します。

　　　・製品の品質・安全性の維持・向上に努めます。

　（２）ステークホルダーとのかかわり

　　　・株主、投資家とは適時かつ適切な情報開示や対話等を通じ、安定的な信頼関係を築いて行きます。

　　　・お客さま、取引先とは安全・安心を第一とした製品やサービスの提供を行い、長期的相互繁栄に取組みます。

　　　・地域、社会とは内外を問わず文化・慣習を尊重し、相互信頼関係を発展させます。

　　　・従業員には健康・安全を最優先し、労働環境の向上に努めます。また、能力開発のための人事制度や教育研修体制の整備を積極的に

　　　　行います。

　（３）地球環境との調和

　　　・地球温暖化防止や環境負荷の低減、資源の有効活用に努めます。

　　　・環境に配慮した製品開発を今後も進めて行きます。

　（４）人権尊重

　　　・人権と多様性を尊重し、平等で働き甲斐のある人事制度や職場づくりを推進します。

　　　・サプライチェーンを通じ人権と多様性を尊重した事業活動を行います。

　（５）ガバナンスの遵守

　　　・国際ルール・法令を遵守し、コンプライアンスの徹底をはかることにより社会的責任を認識し、公正で透明な事業活動を行います。

〈サステナビリティへの取り組み〉

　当社グループは、ステークホルダーの皆様から信頼される企業になるため、目指す姿とそのためのマテリアリティへの取り組みを定め、これら取
り組みを通じた事業活動によって環境・社会への貢献と社会的責任を果たし、企業価値向上及び持続的成長を目指しております。具体的には、人
権の尊重、ワークライフバランスの推進、ＣＯ2排出量、使用エネルギー削減、環境保全製品の研究・開発、経営の透明性・健全性の向上、コーポ
レート・ガバナンス体制の強化等に積極的に取り組んでおります。

〈人的資本や知的財産への投資等〉

　人的資本への投資等については、世界規模での事業展開を踏まえ、グローバルに活躍でき、将来的に経営を任せられる中核人材の育成を重
視しており、性別、国籍、社歴、年齢などにとらわれず、早期にそのポテンシャルを存分に発揮できるよう継続的かつ集中的に人材の育成に取り
組んでおります。また、社員全体の能力の向上のため「自ら考える力」「常にチャレンジする意欲」「失敗を恐れないメンタリティ」を醸成する取り組
みも行っております。

　知的財産への投資等については、長期経営ビジョン【MOVING-10】と、中期経営計画【MOVING-10 STAGE3】のもと、長年培ってきた無機有機合

成技術、表面処理修飾技術、分散加工安定化技術を駆使し、新たな素材の創出に向け取り組んでおります。

〈温室効果ガス（GHG）排出量削減への取り組み〉

　二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効果ガス（GHG)削減の取り組みとして、低炭素エネルギーへの燃料転換、製造工程の合理化、省電力・
高効率設備への更新、生産品目の環境配慮型製品へのシフトなど、さまざまな選択肢を組み合わせながら、削減に取り組んでおります。

　2025年度には算出対象をテイカグループ全体に拡大するとともに、基準年度及び目標値を見直しました。2030年度には、エネルギー由来・プロ
セス由来のScope1・2を42％削減（対2024年度比）、Scope3を25％削減（対2024年度比）することを目標とします。なお、当社グループの詳細な取り
組みについては当社ウェブサイトにも掲載しております。

　（https://www.tayca.co.jp/environment/decarbonized.php）

〈ＴＣＦＤに基づく開示等〉

　当社グループは、地球の平均気温が産業革命前と比べて1.5℃又は4℃上昇するシナリオを想定し、ＴＣＦＤの提言にて示されているプロセスに
則って、低炭素社会への「移行」に関するリスクと気候変動による「物理的」変化に関するリスクに大別し、これら気候変動がもたらすリスクと機会
について分析を実施しております。

　気候変動によるリスク・機会に関するＴＣＦＤ等に基づく開示については、有価証券報告書及び統合報告書に掲載しております。



　有価証券報告書（https://www.tayca.co.jp/ir/library/securities.php）

　統合報告書（https://www.tayca.co.jp/environment/report.php）

【補充原則4-1-1 取締役会の決議事項と委任の範囲】

　取締役会規則において決議を要する事項を定め、取締役会自身として何を判断し、決定するのか明確にしております。その他の経営上重要な
業務執行における方針・計画並びにその業務の執行については、経営会議で協議決定しており、それ以外の個別の業務執行については、職務権
限規則を定め、委任の範囲を明確にしております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　独立社外取締役の選任にあたっては、会社法上の社外要件に加え、上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしていることを基準として
おります。

【補充原則4-10-1　指名委員会、報酬委員会の設置】

　当社は、取締役及び執行役員の指名、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを
目的として、2022年4月27日開催の取締役会において任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置することを決議し、設置しております。現在、
構成員のうち、社内取締役２名及び社外取締役４名の計６名で構成しており、委員長は代表取締役社長執行役員が務めております。2025年度の
開催回数は４回で、役員体制や役員報酬等について審議が行われました。

　なお、個々の指名報酬委員の出席状況は有価証券報告書に掲載しております。

　有価証券報告書（https://www.tayca.co.jp/ir/library/securities.php）

【補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模等の考え方】

　取締役の選任にあたっては、取締役会の実効性確保を目的として、役員構成の多様性を重視しております。具体的には、会社の各機能、各部
門をカバーできる専門性や経験のバランス、ジェンダーや国際性の面を含む多様な視点及び適正かつ迅速な意思決定のための適材適所の観点
等を総合的に勘案し、検討を実施しております。幅広い分野において、多様なバックグラウンドを持つ人材を登用することで、多角的な視点から監
督機能を強化しております。

　なお、取締役のスキルマトリックスについては、別紙をご参照ください。

【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】

　取締役の重要な兼職の状況については、「株主総会招集ご通知」の参考書類、事業報告及び有価証券報告書等にて開示しております。株主総
会招集ご通知及び有価証券報告書は当社ウェブサイトにも掲載しております。

　株主総会招集ご通知（https://www.tayca.co.jp/ir/meeting.php）

　有価証券報告書（https://www.tayca.co.jp/ir/library/securities.php）

【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価】

　取締役会の実効性の評価については、少なくとも年に一度、全ての取締役に対する実効性に関する評価アンケートを実施し、取締役会全体の
実効性の分析・評価を行っております。その結果、当社取締役会は適正かつ効率的に運営されており、実効性は概ね確保されているとの評価に
至りました。

　アンケートの回答において、当社取締役会は適切な構成と率直な意見を述べる雰囲気等が評価される一方で、会議資料配布の迅速化、人材戦
略や中長期経営計画に関するより戦略的な議論の深化を求める意見等が寄せられました。当社はこれらの意見を真摯に受け止め、取締役会の
実効性向上に向けた改善に継続的に取り組んでまいります。

　　

【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】

　社外取締役に対しては、当社グループの事業の内容及び組織等に関する理解を深めるための情報提供、工場見学等を行っております。また、
取締役に対しては、その役割及び責務を果たすために必要とする事業、財務、組織等に関する知識を取得する機会の提供、費用の支援を行って
おります。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主や投資家との対話について、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものと位置づけ、継続的に取り組んでおりま

す。

　(ⅰ)株主との対話については、総務部管掌役員が統括し、様々な取り組みを実施しております。

　(ⅱ)総務部、経理部、環境経営企画部等の関連部署が提携し、適時かつ公正、適正に情報開示を行っております。

　(ⅲ)個別面談以外の対話の手段としては、これまで個人投資家向け会社説明会の開催や年度報告書の発行、決算説明資料の当社ウェブ

　　　 ページ上への掲載等を行ってまいりましたが、さらに2023年度より、機関投資家向けの決算説明会も開催しております。今後は、継続して

　　　 投資家との積極的な対話を行うとともに、手段の更なる充実を図ってまいります。

　　　　会社説明会、決算説明資料等（https://www.tayca.co.jp/ir/library/news.php）

　(ⅳ)対話を通じて把握した株主の意見等は、適宜経営陣や関連部署へ報告し、情報の周知、共有化を図っております。

　(ⅴ)インサイダー情報を適切に管理するために、内部者取引管理規則を策定し、管理しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年6月25日

該当項目に関する説明



　当社グループは、2026年5月に中期経営計画「MOVING-10 STAGE3」（2026年度～2029年度）を策定するとともに、資本政策を見直しました。長

期経営ビジョン「MOVING-10」の最終年度である2029年度（2030年3月期）の目標達成に向け、事業戦略（営業利益の拡大と新規事業の実現）、資
本政策（資本効率化と事業投資の積極化）、経営基盤の強靭化を一体で推進し、企業価値の向上を図っております。

　中期経営計画では、最終年度である2029年度（2030年3月期）に、ROE8％以上、営業利益45億円を目標としています。資本政策としては、中期
経営計画の期間中において、成長事業に150億円以上の投資を行うとともに、株主還元についてはDOE3％以上又は配当性向100％のいずれか
高い方を基準とする配当方針を採用し、自己株式取得は累計100億円以上の実施を予定しています。さらに、株主・投資家との対話の充実を図る
とともに、IR活動及び情報発信の強化に取り組んでいます。

　なお、中期経営計画は当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご参照ください。

　(https://www.tayca.co.jp/ir/management_plan.php)

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

三井物産株式会社 1,784,094 7.81

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,661,700 7.27

三菱商事株式会社 1,630,343 7.14

山田産業株式会社 1,470,160 6.43

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　みずほ銀行口　再信託受託者

株式会社日本カストディ銀行
1,009,000 4.41

テイカグループ持株会 914,177 4.00

中央日本土地建物株式会社 694,500 3.04

関西ペイント株式会社 612,470 2.68

住友商事株式会社 500,000 2.19

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 419,000 1.83

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

2026年４月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に係る変更報告書において、植島幹九郎氏及びその共同保有者３社が2026年３
月30日現在で、当社株式を1,472千株を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年３月31日時点における実質所有株式数の確認
ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針



―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

山本浩二 学者 ○

尾﨑まみこ 学者 ○

井上　剛 他の会社の出身者 △

古島礼子 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山本浩二 ○ ○
　当社との間には特別の利害関係はあり
ません。

＜選任理由＞

　長年にわたる大学教授としての会計学等の
専門的な知識、豊富な経験を当社の経営監督
に反映して頂くためであります。

＜独立役員指定理由＞

　独立した立場から、専門的見識やこれまでに
培ってこられた豊富な経験を当社の経営に反
映して頂けるものと判断し、独立役員に指定し
ております。

尾﨑まみこ ○ ○
　当社との間には特別の利害関係はあり
ません。

＜選任理由＞

　大学教授及び技術系研究者として長年にわ
たり活躍しており、また女性初の日本比較生理
生化学会会長に就任するなど、これまでに培っ
てこられた専門的見識及び豊富な経験を当社
の経営監督に反映して頂くためであります。

＜独立役員指定理由＞

　独立した立場から、専門的見識やこれまでに
培ってこられた豊富な経験を当社の経営に反
映して頂けるものと判断し、独立役員に指定し
ております。

井上　剛 ○ ○
　当社の取引先である第一稀元素化学工
業株式会社の元代表取締役であります。

＜選任理由＞

　これまでに培ってこられた経営者としての豊
富な経験と幅広い見識を当社の経営監督に反
映して頂くためであります。

＜独立役員指定理由＞

　独立した立場から、これまでに培ってこられた
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当
社の経営に反映して頂けるものと判断し、独立
役員に指定しております。

　また、左記のとおり同氏は当社取引先の元代
表取締役でありますが、その取引額は同法人
の規模に比べて少額（原材料の購入：３千２百
万円）であり、主要な取引先には当たらないた
め、意思決定に対して影響を与え得る取引関
係にありません。そのため当社は、同氏が当社
経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益
相反が生じるおそれはない中立、公正な立場
を保持していると判断しております。

古島礼子 ○ ○
　当社の顧問契約締結先である弁護士法
人淀屋橋・山上合同に所属する弁護士で
あります。

＜選任理由＞

　弁護士として企業法務に精通しており、専門
的見識やこれまでに培ってこられた豊富な経験
を当社の経営監督に反映して頂くためでありま
す。

＜独立役員指定理由＞

　独立した立場から、専門的見識やこれまでに
培ってこられた豊富な経験を当社の経営に反
映して頂けるものと判断し、独立役員に指定し
ております。

　また、同氏の所属する弁護士法人淀屋橋・山
上合同との間で、顧問契約に基づき顧問料（１
百万円）を支払っておりますが、金額は同法人
の規模に比べて少額であります。そのため当
社は、同氏が当社経営陣からの独立性を有
し、一般株主と利益相反が生じるおそれはない
中立、公正な立場を保持していると判断してお
ります。



【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 5 1 1 4 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

　監査等委員会より補助すべき取締役及び使用人の設置を求められていないため。

　ただし、監査等委員会及び監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、その人事については取締役（監査等委員であ
る取締役を除く）と監査等委員が意見交換し、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性と監査等委員会及び監査等委員からの指示
の実効性を確保したうえで決定し、監査等委員会補助スタッフを置く。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員は会計監査人からの監査計画に基づき、棚卸等の監査立会、期中での定期的な打ち合せ、会計処理に関する意見交換等を常に行
うとともに、必要に応じ随時情報交換し、相互の連携を高めております。

　監査等委員は内部監査室と連携のもと、内部監査の実施、方針、計画の妥当性、監査結果の報告、問題点の是正勧告等につき、相互に協議

し、推進しております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 6 2 2 4 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 6 2 2 4 0 0
社内取
締役

補足説明

１．委員会設置の目的

　当社は、取締役及び執行役員の指名、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを
目的としております。

２．委員会の審議事項

（１）指名に関する事項

　・代表取締役の選定・解職に関する事項

　・取締役の選任・解任に関する事項

　・役付執行役員及び執行役員の選任・解任に関する事項

　・取締役会の構成に関する事項

　・指名方針・基準及び指名の決定プロセスに関する事項

　・後継者計画の策定・運用に関する事項

（２）報酬に関する事項



　・取締役の報酬総額及び個人別報酬に関する事項

　・取締役及び執行役員の報酬方針・水準に関する事項

（３）その他の経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

３．委員会の構成、その他

　本委員会は、社内取締役2名および独立社外取締役4名の合計6名で構成されており、委員長は代表取締役 社長執行役員であります。

　なお、2025年度の開催回数は4回で、今後の役員体制や役員報酬について審議を行いました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　当社では、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(
監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入することを、2023年6月27日開催の第157回定時株主
総会で決議いたしました。

　なお、取締役（監査等委員を除く）の報酬について、以下の報酬制度を導入しております。

　　業績連動報酬制度：固定報酬のほかに、営業利益、売上高営業利益率等の各指標の達成度を指標として変動する金額を支給。

　　譲渡制限付株式報酬：譲渡制限付株式報酬として、年額30百万円を上限に付与。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　2026年3月期に係る取締役に支払った役員報酬総額は、取締役158百万円（うち社外取締役は23百万円）となっております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

・基本方針

　役員報酬については、多様で優秀な人材が獲得保持でき、また当社の永続的な成長と中長期的な企業価値向上を促すことができる報酬体系と



しております。

・基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間水準や社員給与との調和等を勘案して定めた役員報酬規定の役位別金額に応じて支
給額を決定する。

・業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針

　業績連動報酬は、営業利益、売上高営業利益率等の各指標の前３期実績の平均値と直近の実績値との対比及び直近の期首業績予想値と実
績値との対比等をもとに達成度を係数にし、役員報酬規定に定められた役位別のベース金額を乗じて支給額を決定する。各指標は中期経営計画
と整合するよう計画策定時に設定し、指名報酬委員会の答申を得たうえで、見直しを行うものとする。

　非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のために支給す
る金銭債権の総額は年額30百万円以内、かつ、当社が新たに発行または処分する普通株式の総数は年25,000株以内(ただし、普通株式の株式
分割(当社の普通株式の無償割当てを含む)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式
の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する)とする。取締役への具体的な支給時期および配分につい
ては、取締役会において決定する。

・金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　金銭報酬、業績連動報酬等と非金銭報酬等の額の割合は、取締役の個人別の金銭報酬の額を勘案のうえ指名報酬委員会に諮問し、その答申
を踏まえて取締役会にて決定する。

・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　取締役の個人別報酬を決定するにあたっては、上記方法で算定した額と世間水準や社員給与との調和等を勘案し、代表取締役が原案を作成し
て指名報酬委員会に諮問し、その答申の内容を踏まえて取締役会において決定しております。

・役員報酬等に関する株主総会の決議

　取締役(監査等委員を除く）の報酬額は、2019年6月26日開催の第153回定時株主総会において、年額300百万円以内（定款で定める取締役(監
査等委員を除く）の員数は8名以内、本報告書提出日現在は5名）と決議されております。

　監査等委員である取締役の報酬額は、2019年6月26日開催の第153回定時株主総会において、年額70百万円以内（定款で定める監査等委員で
ある取締役の員数は5名以内、本報告書提出日現在は5名）と決議されております。

【社外取締役のサポート体制】

　総務部が担当しております。

　取締役会の開催に際しての事前資料の配付、取締役会欠席時の資料配付等を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．現状の体制の概要

　　 取締役会は取締役10名（うち社外取締役4名）で構成しており、原則月1回開催し、法令及び定款で定められた事項やその他経営に関する重

　要事項を決定するとともに、各取締役の業務の執行を監督しております。また、業務執行に係る意思決定の迅速化を図るための機関として、経

　営会議を設置しております。

　　 監査等委員会は常勤監査等委員1名（うち社外監査等委員0名）、非常勤監査等委員4名（うち社外監査等委員4名）の5名で構成し、決裁書類

　等を閲覧し、取締役会等の意思決定や取締役の業務執行等に関する監査を実施しております。また、適正な監査の確保に向けて、監査等委員

　である社外取締役、会計監査人及び内部監査室長で構成する連携会議を定期的に開催しております。

２．監査等委員の機能強化に係る取組み状況

　　 監査等委員の機能強化に係る取組み状況に関しましては、「監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況」及び「監査等委員であ

　る社外取締役の選任状況」に記載のとおりであります。

３．指名報酬委員会

　　 本報告書の「Ⅱ 1.【任意の委員会】補足説明」をご参照ください。

４．会計監査人の状況

　　 当社は、清稜監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けています。当社の会計監査業務を執行している公認会計士は、加賀谷剛氏、

　岸田忠郎氏及び中村健太郎氏の3名であります。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名及びその他１名であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　監査等委員である社外取締役として選任している4名の取締役は、大学教授及び技術系研究者としての豊富な経験、企業法務や会計学に精通
した専門的見識、経営者としての豊富な経験等を有しており、外部からの客観的・中立的な経営方針の提案機能及び経営の監視機能は十分に機
能する体制が整っているものと判断しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2026年6月24日開催の第160回定時株主総会に係る招集通知については、株主総会

当日の19日前である2026年6月5日に発送いたしました。



集中日を回避した株主総会の設定 2017年6月28日開催の第151回定時株主総会から、集中日を避けて開催しております。

電磁的方法による議決権の行使
2019年6月26日開催の第153回定時株主総会から、インターネットによる議決権行使も可
能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2019年6月26日開催の第153回定時株主総会から、株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子
行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知(狭義)と参考書類を英訳し、当社ホームページ、東京証券取引所のウェブサイト
及び機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。

その他
株主総会招集通知、決議通知及び臨時報告書（議決権行使結果）をホームページに掲載

しております。また、2021年度より決算説明資料及び決算短信の一部を英訳した資料を
ホームページに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
毎年、常務執行役員若しくはIR担当役員を説明者として個人投資家向け会社
説明会を開催しております。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

2023年度より、決算説明会を開催しており、社長が説明を行っております。今
後も引き続き、定期的に開催いたします。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算情報の適時開示資料、決算説明資料、有価証券報告書、半期報告書、年
度報告書、中間報告書、個人投資家向け会社説明会資料等

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部をＩＲに関する担当部署としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社グループは、企業活動において全構成員が共有すべき基本的、普遍的な価値観を表
すものとして「テイカグループ行動規範」を策定しております。本行動規範では、株主、顧
客・取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーの尊重を規定しており、これらを当
社の企業活動における重要な行動指針として位置付けております。本行動規範の内容
は、当社ウェブサイト上で広く一般に閲覧可能となっております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社グループは、経営理念の実現と持続可能な社会への貢献を目指し、環境・安全・健康
への取り組みを経営の重要課題と認識しており、サステナビリティ基本方針に基づき推進
しております。具体的な活動としては、レスポンシブル・ケア憲章の趣旨に賛同しているほ
か、国内工場でのISO14001認証取得・維持により環境マネジメントを徹底しており、気候変
動問題への対応、自然資本・生物多様性に関する取り組み、労働安全衛生の確保など、
幅広い環境保全活動やCSR活動を展開しております。これらの環境保全活動及びCSR活
動の取り組み状況については、当社ウェブサイト上の統合報告書において、閲覧可能と
なっております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、内部統制システム構築の基本方針について、取締役会において次のとおり決議しております。

　内部統制システムの基本方針

　１．当社および子会社からなる企業集団における取締役及び使用人の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　（１）　当社グループは、「テイカグループ行動規範」を遵守するとともに、法令、その他社内規則、善良なる社会慣行等を誠実に遵守する。

　　　　　 また、ステークホルダーの基本的権利を尊重し、倫理観と良識を持って事業活動を行い、社会的信頼の向上を図る。



　　（２）　当社は、社長執行役員直轄の諮問機関として、取締役等で構成される「コンプライアンス委員会」を設置し、審議等の結果について、

　　　　　 社長執行役員及び常勤監査等委員に報告することとしている。

　　（３）　当社グループの役職員が会社の業務に関して、法令諸規則および企業倫理に抵触する恐れがあると判断したときは、社内コンプライ

　　　　　 アンス連絡窓口や社外弁護士への相談窓口に直接相談等を行うことができるものとしている。また、コンプライアンス規程や連絡窓口

　　　　　 （ホットライン）を記載した「コンプライアンス・カード」を作成し、当社の役職員全員に配付することとしている。

　　（４）　当社は、内部監査の職務を執行するための組織として、内部監査室を設置している。内部監査室は、各事業部門並びに管理部門

　　　　　 及び主要な子会社の職務の執行が法令及び定款に適合し、有効かつ効率的に行われることにつき内部監査を実施する。

　２．取締役の職務執行に係わる情報の保存および管理に関する体制

　　　取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が社内規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に

　　係る情報を記録し、法令や当社の取締役会規則、文書保管、保存及び廃棄に関する基準等に則り管理するとともに、必要に応じて

　　取締役（監査等委員含む）、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて保存する。また、法令及び取引所適時開示規則に則り必要な

　　情報については開示を行う。

　３．当社および子会社からなる企業集団における損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　（１）　当社は、リスク管理規程を定め、リスク管理体制、方針等の審議、策定、リスク管理の実施状況を把握すること等を目的に、「リスク

　　　　　 管理委員会」を設置している。

　　（２）　緊急事態対応規則や事業継続計画（BCP）対応規則において、損失を最小限度にとどめるための社内体制や対外対応に関して

　　　　 　必要な事項を定めている。

　４．当社および子会社からなる企業集団における取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　（１）　取締役会は原則として月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催され、機動的な運用を図っている。

　　（２）　業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため執行役員制度を導入し、取締役会が決定した経営戦略および意思決定に基づき、

　　　　　 執行役員は委任された業務領域において、迅速な業務執行を行う。

　　（３）　取締役及び執行役員並びに常勤監査等委員等で構成する「経営会議」を設置し、経営上重要な業務執行における方針・計画

　　　　　 並びにその業務の実施について協議決定し、成果の確実性の確保及び業務遂行の効率化を図っている。

　５．当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　（１）　関係会社管理規則の規定に則り、子会社は、経営上の基本方針、重要企画、その他重要事項については、予め当社の承認を得る

　　　　 　ものとし、報告事項については遅滞なく当社関係部門に報告を行うものとしている。

　　（２）　子会社の取締役に、当社の執行役員もしくは主要職員を選任することで、会社経営の主要な情報を入手し、適宜判断を行うとともに、

　　　　 　必要に応じて是正勧告等を行い、業務の適正化を図っている。

　　（３）　内部監査室は重要な業務プロセスが適正に行われているかどうかにつき監査を行う。

　６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人

　　　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、その人事については取締役（監査等委員である取締役を除く）と

　　監査等委員が意見交換し、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性と監査等委員会からの指示の実効性を確保したうえで

　　決定し、監査等委員会補助スタッフを置く。

　７．当社及び子会社からなる企業集団における取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び使用人またはこれらの者から

　　報告を受けた者が、監査等委員会に業務の執行状況等必要な報告をするための体制

　　（１）　常勤監査等委員は、取締役会、経営会議をはじめ重要な会議に出席するとともに、稟議書等重要な決裁文書を閲覧する。

　　（２）　取締役及び執行役員は、監査等委員会に対して業務の執行状況等の必要な報告をする。

　　　　　 また、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実については発見次第直ちに監査等

　　　　　 委員会に対して報告をする。

　　（３）　コンプライアンス委員会は、社内外コンプライアンス連絡窓口に通報があった場合には、当該通報の内容を監査等委員会に対しても

　　　　　 報告する。

　８．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務について生ずる費用又は債務の処理に

　　　係る方針に関する事項

　　　当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算をもうけ、監査等委員から費用の前払等の

　　請求があったときは、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

　９．子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　　　関係会社管理規則の規定に則り、子会社の管理を行う部署の管掌役員若しくは子会社の取締役は、子会社の取締役の職務の執行に係る

　　事項について、当社の取締役会で報告を行う。

１０．財務報告の信頼性を確保するための体制

　　　当社及び子会社からなる企業集団においては、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及びその他適用のある国内外の

　　法令に基づき、財務報告に係る内部統制を整備し、適切な運用を行うとともに、それを評価するための体制を確保する。

１１．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　　監査等委員会は、業務執行を行っている取締役および執行役員並びに主要な職員に対し、監査計画に基づく個別のヒアリングを定期的に

　　実施するとともに、コンプライアンス上の問題が生じる懸念のある事項が生じた場合については、随時関連する役職員に適宜ヒアリングを行う

　　こととしている。また、監査等委員会は定期的および必要に応じて会計監査人との間で意見の交換を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　　当社は2005年10月に制定した「テイカグループ行動規範」において、「反社会的勢力及び団体には毅然とした態度で臨む」旨を明記するとと

　もに、当社グループの全役職員に配付する社員手帳にも「テイカグループ行動規範」を掲載し、周知徹底を図っております。

２．反社会的勢力排除に向けた整備状況

（１） 対応統括部署の設置

　　　総務部を対応統括部署とし、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援しております。

（２） 外部専門機関との連携

　　　本社において大阪府企業防衛連合協議会並びに東警察署管内企業防衛対策協議会に加盟している他、対応統括部署において平素から警

　　察や顧問弁護士と緊密な連携関係を構築しております。

（３） 反社会的勢力に関する情報の収集・管理

　　　対応統括部署において上記外部専門機関や他企業等との間で情報交換を行い、収集した反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄

　　積しております。また、この情報は適宜当社グループの役職員に対して周知し、注意喚起を行っております。

（４） 不当要求応対要領の作成



　　　対応統括部署において反社会的勢力への基本的な対応方法等を取り纏めた「反社会的勢力による不当要求応対要領」を作成し、当社グル

　　ープの全役職員に周知し、万一の事態に備えております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

　当社は、長年にわたり築き上げてきた各種技術を有効に活用しつつ、中期経営計画の実行に取り組むことが、当社の企業価値の向上ひいては

株主共同の利益に資するものと考えております。

　従って、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、創立以来蓄積された専門技術やノウハウを十分に理解したうえで、顧客、取引先

及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等を維持しつつ、当社の企業価値を安定的かつ継続的に維持・向上させていく者でなけ

ればならないと考えております。

　当社は、2008年6月27日開催の定時株主総会において、株主の承認を頂き、その後、2023年6月27日開催の定時株主総会において、

その一部を変更して「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下「旧対応方針」といいます）を運用してまいりましたが、

その有効期間は2026年6月24日開催の定時株主総会終結の時までとなっておりました。旧対応方針導入後も当社の企業価値・株主共同の

利益向上のため、その在り方について引き続き検討してまいりました結果、旧対応方針を一部見直した上（以下、見直し後の対応方針を「本対応

方針」といいます）、2026年6月24日開催の定時株主総会において本対応方針の継続について株主の皆様にご承認を頂きました。

　本対応方針は、大規模買付者に対し、事前に、遵守すべき手続きを提示し、大規模買付行為またはその提案が行われた場合には、必要かつ

十分な時間を確保して大規模買付者と交渉し、大規模買付者の提案する提案内容についての情報収集、検証等を行い、株主の皆様に大規模買

付者の買付情報及び当社取締役会の計画や代替案を提示することにより、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益に与える

影響等の十分な情報をもって、当該大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様にご判断頂くことを目的としております。

　本対応方針においては、大規模買付者が大規模買付行為を行う場合には、当社が定める所要の手続（以下「大規模買付ルール」といいます）

に従って行わなければならないものとし、大規模買付ルールに従わない場合、あるいはこれに従う場合でも大規模買付行為が当社の企業価値・

株主共同の利益を害するものと判断される場合には、対応措置として新株予約権の無償割当てを行います。

　詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.tayca.co.jp/）に記載の2026年5月13日付公表資料「当社株式等の大規
模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続について」をご参照ください。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

１．当社では適切な会社情報の管理及び開示を目的として、「内部者取引管理規則」、「広報に関する規則」を定めており、これら規則に基づき、

　以下のとおり会社情報の適時開示に係る社内体制を構築しております。

２．会社情報が発生した場合、所管部門の長は当該事項を社長及び「情報取扱責任者」である総務部管掌役員へ速やかに報告するとともに、必

　要に応じ取締役会等に付議または報告することとしております。

３．総務部管掌役員は、当該会社情報が金融商品取引法、関連法令、金融商品取引所の定める適時開示規則等に基づく重要事実に該当する

　かどうか判断し、該当する場合は開示内容、方法等の検討を行い、取締役会等による決議または社長の承認の後、速やかに開示することとし

　ております。



【コーポレート・ガバナンスに係る社内体制図】
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【会社情報の適時開示に係る社内体制図】 

 



【取締役のスキル・マトリックス】

役職等 氏　名
社外・
独立性

性別
企業
経営

法務
リスク管理

財務
会計

製造技術
研究開発

営業
人事
労務

海外
経験

環境
社会

代表取締役
社長執行役員

出井俊治 男性 ● ● ●

取締役
常務執行役員

岩崎多摩太郎 男性 ● ● ● ● ●

取締役
常務執行役員

村田悦宏 男性 ● ●

取締役
上席執行役員

中村弘 男性 ● ● ● ●

取締役
上席執行役員

田内雅彦 男性 ● ● ●

取締役
常勤監査等委員

中務康介 男性 ● ● ● ●

取締役
監査等委員

山本浩二
社外
独立

男性 ● ●

取締役
監査等委員

尾﨑まみこ
社外
独立

女性 ● ● ●

取締役
監査等委員

井上剛
社外
独立

男性 ● ● ●

取締役
監査等委員

古島礼子
社外
独立

女性 ● ● ●


